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■ お申込みにあたって

□  申込資格

    入居申込みいただける方は、次のとおりです。
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（注1） 都市機構が定める資格のある外国人の方とは、次のいずれかに該当する方をいいます。
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（注2）

（イ）

（ロ）

（注3）

（注4）

（イ） 申込本人の継続的収入の平均月収額が基準月収額の１／２以上あること。

（ロ）

次ページのような制度もございます。別途ご相談ください。

　日本国籍のある方、または都市機構が定める資格のある外国人の方（注1）で、自ら居住するため、ま
たは、親族が居住するための住宅を必要とする方。

　都市機構が定める入居開始可能日から1か月以内に入居でき、申込本人を含めた入居世帯の全員
が、団地内の方と円満な共同生活を営むことができること。

　申込本人の平均月収額（注2）が基準月収額（注3）以上であること。または、貯蓄額（注4）が基準貯蓄
額（申込住宅の家賃の100倍の額）以上あること。

　入居世帯員は全員が親族（６親等内の血族または３親等内の姻族）関係にあること。

　「出入国管理及び難民認定法」（昭和26年政令第319号)第22条第2項若しくは第22条の2第4項の規定
により永住許可を受けた方、又は「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」（平成元年法律
第79号）附則第2項の規定により、永住者としての在留資格を有する方。

　「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」（平成3年
法律第71号）第3条に規定する特別永住者の方、又は第4条若しくは第5条の規定により特別永住者とし
て許可された方。

同居親族の貯蓄と合算すること、または別居の親族から基準貯蓄額に満たない部分の貯蓄
の補給を受けることにより、合算または補給後の合計額が基準貯蓄額以上になること。

　1及び2に該当する方のほか「外国人登録法」（昭和27年法律第125号）第4条第1項の規定により登録し
た方で、賃貸借契約の内容を十分に理解できる方。

平均月収額とは、給与収入、事業所得等将来も継続すると認められるもので過去1年間の合計額を
原則と して12で除した額をいい、課税の対象となっているものおよび非課税とされている恩給、遺族
年金による収入で証明できるものに限ります。なお､申込本人の毎月の平均月収額が基準月収額
(注3)の１／２以上ある場合は､次により収入を合算すること等ができます｡

同居される親族の収入を合算する場合：申込本人の収入額と合算した合計額が基準月収額
以上あること。

勤務先または別居の親族から家賃補給を受ける場合：申込本人の収入額と補給額との合計
額が基準月収額以上であること。ただし、家賃補給をする親族の方の平均月収額は基準月
収額以上であることが必要です。

基準月収額とは、家賃の4倍の額のことをいいますが、これが33万円を超える場合は33万円となり
ます。なお、単身で入居される場合で、家賃の4倍の額が25万円を超えるときは基準月収額を25万
円とします。

貯蓄額とは、金融機関または郵便局の預貯金の合計額をいいます。申込本人の貯蓄額が基準貯
蓄額の１／２以上ある場合には、次のいずれかを満たしていればお申込みいただけます。
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＊ 複数戸賃貸制度について

＊ ハウスシェアリング制度について

＊ マルチハビテーション（セカンドハウス）制度について

＊ 社宅制度
事業者の方が従業員の社宅として申し込むことができます。

※ ｢高齢者等の所得の特例｣はご利用いただけませんので、あらかじめご了承ください。

UR賃貸住宅の契約名義人等の方、または当機構以外の住宅にお住まいの方が、現住宅にお住
まいのまま、親族のみ（例：大学生等）を入居させるためにお申込いただくこともできます。

単身者同士が友人と互いに協力し合って共同で生活したいという居住ニーズが実現できるよう、親
族以外の方と同居いただける制度です。

ライフスタイルの多様化に伴い、都心と郊外を平日と週末で住み分けるなど多様な住まい方が選
択できるよう、生活の本拠以外の住宅としてUR賃貸住宅をご利用いただける制度です。
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